









































































































平成 23 年 11 月 10 日（ 1）

   URL  http://www. edogawa-shakyo. jp/

第　120　号
発行／社会福祉法人

江戸川区社会福祉協議会
〒132-0031
江戸川区松島 1−38−1
　　　　　グリーンパレス 1 階

電話 03（5662）5557
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パレス 江戸川区社会福祉協議会

歳末たすけあい運動は、毎年、共同募金活動の一環と
して、地域住民の皆様のご協力により実施しています。
今年も、「みんなでささえあうあったかい地域づくり」

をスローガンに、支援を必要とする方々が、
地域の中で安心して暮らせるよう、皆様から
の温かいお気持ちをお届けしてまいります。
　なお、この募金運動は、江戸川区の地域福
祉のために皆様から善意の募金をお願いする
ものです。
　皆様のご理解とご協力を心よりお願い申し
上げます。

主催：東京都共同募金会
実施：江戸川区社会福祉協議会
協賛：江戸川区／町会・自治会／民生・
　　　児童委員協議会

歳末たすけあい運動募金の活用状況は、
東京都共同募金会のホームページ
「はねっと」で公開されています。
http://www.tokyo.-akaihane.or.jp

【実施期間】
12月1日から
12月31日まで

★町会・自治会
★区事務所地域サービス係
★区社会福祉協議会
※郵便振替でも募金の受付を行っています。
　�郵便振替をご希望される方は、下記までご
連絡ください。郵便振替用紙を郵送します。

【江戸川区社会福祉協議会】
☎（5662）5557

《昨年実績　　　   27,096,893 円》
◆ 激励金　　　     11,154,000 円
　重度障がい者・要介護熟年者等のために
◆ 地域福祉活動費     13,565,435 円
�障がい者団体・民間作業所等の事業・ボラ
ンティア活動支援・社会福祉協議会地域福
祉事業推進のために

◆ 募金活動費          2,377,458 円
　 �ポスター、チラシ、町会・自治会募金活
動費等
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生活福祉資金貸付制度のご案内生活福祉資金貸付制度のご案内

生活安定支援事業生活安定支援事業

社協だより平成 23 年 11 月 10 日

生活福祉資金貸付制度のご案内

生活安定支援事業

【問合せ・申込はこちらまで】
　江戸川区社会福祉協議会／生活福祉資金貸付担当
　電話（5662）5557  FAX（3654）2940
　まずはお電話にてお問合せください。
　相談面接予約制　平日9時～11時　13時～16時
　　　　　　　　　土日祝休み  1回約1時間を要します。

【問合せ・申込】
　生活安定支援窓口　
　電話（5662）7638
　（予約優先）
　月～金　9時～17時（祝日除く）

所得の少ない世帯、障がい者または介護を要する高齢者のいる世帯に対して、生活の安定と経済的自立を図る
ことを目的に、民生・児童委員の方々の相談援助活動の協力を得て、社会福祉協議会が窓口となり貸付を行っ
ています。

一定所得以下の世帯の子ども（中３生、高３生等）を支援するため、学習塾等の受講料や高等学校、大学等の受
験料の貸付を行うとともに、低所得者・離職者の就労に関する相談を受け、生活安定の為の支援を行っています。

対象　次の要件をすべて満たす方
 ① 世帯の生計中心者（20歳以上）であること
 ② 課税所得又は総収入金額が一定基準以下であること
 ③ 預貯金等資産の保有額が600万円以下であること
 ④ 現在居住する土地・建物以外に土地・建物を所有していないこと
 ⑤ 都内に引き続き１年以上在住（住民登録）していること
 ⑥ 生活保護受給世帯の世帯主または構成員でないこと

申込には連帯保証人が必要です。
★他にも要件があります。詳細は窓口までお問合せください。

現在、中3生、高3
生等の子の申請受
付は、平成24年２
月中旬までとなり
ます。

資金種類 内容 貸付限度額 利子 連帯保証人

生
活
福
祉
資
金

教育支援資金 教育支援費
学校教育法に規定する高校、高等専
門学校、短期大学、大学、専修学校
の授業料などに必要な費用

高校　3.5万円／月

無利子 不要高専・短大　6万円／月
大学　6.5万円／月

就学支度費 上記の学校の入学金のみ 50万円

福祉資金 福祉費（主なもの）
転宅費・出産費・葬祭費等 50万円

保証人有なら
無利子

無なら年1.5％

原則必要だ
が無でも可

障がい者自動車購入費 250万円
負傷又は疾病の療養費等 170万円

緊急小口資金 一時的な小口生活費（対象理由あり）10万円

総合支援資金
（離職者のみ）

生活支援費 生活再建までの生活費（ 1年以内） 複数世帯　200,000円／月
単身世帯　150,000円／月

住宅入居費 賃貸契約時の敷金・礼金等 40万円
一時生活再建費 生活再建のための一時的な費用 60万円

不動産担保型生活資金
高齢者世帯 不動産を担保に生活費を貸付 土地評価額の70％ 年3％または長

期プライムレ
ートの低い方

必要

要保護高齢者世帯 不動産を担保に生活費を貸付 不動産評価額の70％
（集合住宅は50％） 不要

生活復興支援資金
（東日本大震災の被災者
のみ）

一時生活支援費 今後の生活の目処が立つまでの当面
の生活費

複数世帯　200,000円／月
単身世帯　150,000円／月 保証人有なら

無利子

無なら年1.5％

原則必要だ
が無でも可生活再建費 転居費用、家具什器費、車両購入費用、

その他生活復興のために必要な費用 80万円

住宅補修費 住宅補修等に必要な費用 250万円

生活福祉資金貸付制度資金種類

この資金をご利用いただくには、詳細な用件があります。
世帯の状況等をお聞きし、貸付に該当しない場合もあり
ますので、詳しくは窓口にご相談ください。

受験生チャレンジ支援貸付受験生チャレンジ支援貸付受験生チャレンジ支援貸付

学習塾、各種受験対策
講座、通信講座、補習
教室にかかる費用

高校受験料 大学等受験料

1度で4回分の受験料
まで貸付できます。
1回分の受験料の上限
は2万3千円。

1度で3回分の受験料
まで貸付できます。
1回分の受験料の上限
は3万5千円。

学習塾等受講料貸付金 受験料貸付金 受験料貸付金

を無利子で
貸付します！

を無利子で
貸付します！

を無利子で
貸付します！

さらに高校、大学等に入学
した場合、塾代、受験料の

に対し上限

上限 上限

中学・高校3年生

※教育支援資金については、受験予定の段階で予約申込みができます。早めにご相談ください。

20万円
5万4百円 10万5千円 返済が免除

されます!!



平成 23 年 11 月 10 日

江戸川区社会福祉協議会定款第27条の規定に基づき、平成22年度事業報告、収支計算、財産目録、貸借対照表をお知らせします。
（この決算は、監事による監査を経て、理事会、評議員会の承認を得たものです。）

１. 会議の開催

２. 調査研究

３. 連絡調整

４. 普及宣伝

５. 地域福祉事業
（1）児童女性事業

（2）熟年者福祉事業

（3）心身障がい者福祉事業

６. 生活福祉資金貸付事業

７. 総合支援資金貸付事業

８. 臨時特例つなぎ資金貸付事業

９. 不動産担保型生活資金貸付事業

10.緊急援護費の支給

11.えどがわボランティア基金助成

12.歳末たすけあい運動

13. 安心生活センター
　（1）安心サポート事業（地域福祉権利擁護事業）

（2）成年後見制度利用相談事業・法人後見事業

　（3）福祉サービス苦情解決相談事業

　　　

14. 受託事業

15. 生活安定応援事業

平成22年度事業報告（主なもの）

平成22年度各会計貸借対照表総括表　（単位：円）

207,652,411 193,529,066 8,754,605 399 0 368,341 5,000,000
159,320,022 138,670,564 22,667 3 20,626,788 0 0
366,972,433 332,199,630 8,777,272 402 20,626,788 368,341 5,000,000
41,613,782 32,490,836 8,754,605 0 0 368,341 0
114,862,130 114,862,130 0 0 0 0 0
156,475,912 147,352,966 8,754,605 0 0 368,341 0
3,000,000 3,000,000 0 0 0 0 0
39,997,431 39,997,431 0 0 0 0 0
55,739,013 55,739,013 0 0 0 0 0
111,760,077 86,110,220 22,667 402 20,626,788 0 5,000,000
210,496,521 184,846,664 22,667 402 20,626,788 0 5,000,000
366,972,433 332,199,630 8,777,272 402 20,626,788 368,341 5,000,000

平成22年度各会計収支決算総括表　（単位：円）

299,916,708 274,109,257 25,807,451 135,230,779 161,038,230

151,187,861 151,187,861 0 0 0

27,096,481 27,096,893 △412 811 399

487,150 487,150 0 0 0

5,035,653 5,035,653 0 0 0

0 0 0 5,000,000 5,000,000

483,723,853 457,916,814 25,807,039 140,231,590 166,038,629

平成22年度財産目録総括表　平成23年３月31日現在（単位：円）

0 26,018,993
202,053,599 15,594,789

0 41,613,782
5,598,812

0
207,652,411

0
3,000,000 114,862,130

114,862,130
156,320,022
159,320,022 156,475,912
366,972,433 210,496,521

平成 22年度の事業及び決算



リフト付バスで車椅子の乗り
降りがスムーズにできました！

社協だより平成 23 年 11 月 10 日 第 120 号（ 4）

～三つの事業でサポートします～　専用電話番号（3653）6275

　江戸川区社会福祉協議会では、昭和 54年から毎年、「心身障がい児（者）親子激励日帰りバスハイク」を実施しています。
このバスハイクは、心身障がい児（者）の社会参加の高揚とリフレッシュ、障がい児親子の交流を目的に実施し、財源は江戸川区民の
皆様をはじめ団体や企業等多くの方々から寄せられた善意の寄附や歳末たすけあい運動の地域福祉活動費の一部を活用しています。
今年は、10月15日（土）・16日（日）が「知的障がい児（者）親子」、10月22日（土）が「肢体不自由児（者）親子」の日程
で、行き先は「鹿野山マザー牧場」に行く予定でしたが、15日と22日は雨模様のため「横浜八景島シーパラダイス」に変更にな
り、16日だけマザー牧場に行きました。
今回参加した親子より、多くの「ありがとうメッセージ」が社会福祉協議会に届いていますので、その中の何通かをご紹介します。

▲菜の花作業所　西村向志さん

▲東葛西　関口拓也さん・恵利子さん親子

▲西瑞江　栗田さん親子 ▲西葛西　舩阪隼人さん・敏栄さん
　親子

マザー牧場で牛の乳搾り体験

◀平井　寺岡めぐみさん
　・薫さん親子

成年後見制度は、認知症、知的障がい、精神障がいなどによって物事を判断する能力が十分でない方について、本人の権
利を守る援助者（成年後見人など）を選び本人を法律的に支援する制度です。
家庭裁判所に選ばれた成年後見人などがご本人の福祉や生活などに配慮しながら本人の権利や財産を守ります。相談員が
お話しを伺い、制度を利用するための支援をします。お気軽にご相談ください。

「福祉サービスの利用手続きが難しい」「日常的なお金の出し入れに自信がない」
「物忘れが多くなってきた」・・・
こんなときに生活サポーターが手続きや支払いなどお困りの事を自分で出来る
ようにお手伝いします。物忘れが多くなってきた方、知的障がいで同じような
ことでお困りの方はぜひご相談ください。利用にあたっては社会福祉協議会と
ご本人との契約で利用する有料サービスとなります。

福祉サービスに関する苦情や不満に
対して公正中立な立場から相談をお
受けします。
関係機関へ取り次いで解決を図り、
内容によっては第三者委員会の苦情
解決委員が対応に当たります。

苦情解決相談事業苦情解決相談事業安心生活サポート事業安心生活サポート事業

成年後見制度利用相談事業成年後見制度利用相談事業


